別記様式第2号（第6条関係）
	苦情について調査しない旨の通知書

第　　　　　号
年　　月　　日

（申立人）
　　　　　　　　　　　様

北見市オンブズマン


　　　　年　　月　　日付けで申立てのありました苦情につきましては、次の理由により調査をしないことになりましたので、北見市オンブズマン条例第13条第２項の規定により通知します。

	調査をしないことの理由
	□オンブズマンの所管事項でないためです。
□苦情申立人自身が苦情申立ての原因となった事実について利害を有しないためです。
□苦情の申立ての原因となった事実のあった日から１年を経過しているためです。
□虚偽その他正当な理由がないと認められるためです。
□その他調査することが適当でないと認められるためです。

	
	（付記事項）



